
　　　　　　　② 郷土食や行事食などの食文化を継承する取り組みを促進する｡ 　③ 食育県民運動を展開する｡　
　　　　　　　② 郷土食や行事食などの食文化を継承する取り組みを促進する｡ 　③ 食育県民運動を展開する｡　

第２次山梨県食の安全・安心推進計画素案（案）のイメージ

４ 食の安全・安心を総合的に推進するための体制整備等

（１）人材の育成

（２）調査研究の推進

（３）危機管理体制の整備等

（４）健康被害の未然・拡大防止のための各種措置

（５）国、関係者との連携・協働の推進

３ 関係者間の相互理解の増進、信頼関係の構築

（１）生産者・事業者における情報の記録・保存の促進

（２）相互理解の増進

（３）食育及び地産地消の推進

（４）食の安全・安心推進月間

（５）認証制度の推進

（６）原産地に関する情報の提供の充実

１ 監視・指導等に基づく「生産」から「消費」に至る食品の安全

性の確保

（１）監視の的確な実施と指導の充実

（２）生産者の自主的な取り組みの促進

（３）事業者の自主的な取り組みの促進

（４）消費段階における安全性の確保

第２章 現状と課題
第４章 施策の展開

趣 旨：食の安全・安心推進条例の基本理念の具現化に向けて、第１次推

進計画の評価や社会情勢の変化を踏まえ、今後５年間の食の安全・

安心の確保に関する施策の総合的・計画的な推進を図るため、必要

な事項を定める。

位置付け：「食の安全・安心推進条例」に基づく推進計画
「ダイナミックやまなし総合計画」の部門計画

計画期間：平成２９～３３年度

第１章 計画策定の基本的考え方

３ 食を取り巻く社会情勢の変化

○ 食の安全・安心をめぐる事件・事

故の発生が後を絶たない

○ 平成３２年４月に栄養成分表示の

義務づけを含む新しい食品表示制

度が完全施行

○ 加工食品の原料原産地表示の拡

大の動き

○ 食に関する情報量の増大に伴い、

不確かな情報が氾濫

（１）監視の的確な実施と指導の充実

生産から販売に至る各段階における安全性の確保のための監視

指導の強化

（２）適正な食品表示の確保

食品表示法等に基づく食品表示制度の知識の普及・監視指導の

強化

（３）原産地に関する情報の提供の充実

消費者の適切な判断に基づく食品の選択に資するため、詳細な

原産地に関する情報提供の促進

（４）消費者・生産者・事業者の相互理解の増進

関係者の信頼関係の構築を促進するため､情報及び意見の交換

の場の提供

第５章 重点的に取り組む施策

２ 食品に関する正確な情報の提供

（１）情報の収集・提供の推進

（２）適正な食品表示の確保

（３）食の安全に向けた普及啓発

食品表示法 H32.4完全施行

広域店舗から地域店舗への拡大

① 生産から販売に至る一連の行程の各段階における安全性の

確保に向けた法令遵守の徹底、的確な監視指導

② 消費者の信頼に応えるための食品に関する正確な情報提供

の推進

③ 食の安全・安心を支える生産者、事業者、消費者の相互理解、

信頼関係の構築促進

④ 食品による健康への悪影響の未然防止に向けた体制の整備

第３章 基本目標

県（食の安全・食

育推進本部等）

推進計画の実施

報
告

意
見

１ 第１次推進計画の評価（Ｈ２４～Ｈ２８）

○ 数値目標２２項目のうち、１７項目が達成見込。

＜主な数値目標＞ （ ）内：Ｈ２８目標数値

○ 生産者、事業者等の取り組みの促進と監視指導の徹底

・ ＧＡＰの導入産地数 １２産地（Ｈ２３） → ３４産地 （２４産地）

・ 食品衛生監視指導計画に基づく監視率 １０１％（Ｈ２３） → １００％ （１００％）

・ 残留農薬の収去検査結果の不適正件数 ０件（Ｈ２３） → ０件 （０件）

○ 食品表示の適正化と情報提供の促進

・ 広域的店舗における適正表示実施率 ９０．１％（Ｈ２３） → １００％ （９５％以上）

・ 地域店舗における適正表示実施率 ７７．６％（Ｈ２３）→ ８０％ （８５％以上）

・ 食品表示説明会への参加者数 ６７３人（Ｈ２３） → 延べ５，７００人

（延べ４，０００人）

○ 県民の参加促進

・ 原産地の詳細な産地情報の提供実施率 なし（Ｈ２３）→ ５２％ （８０％以上）

・ 食品表示ウォッチャーの報告件数 ２，９５５件（Ｈ２３）→ ４，９１０件（３，５００件）

○ 新たな問題への適切な対応

・ 県ホームページへのアクセス件数 ９，１７３件（Ｈ２３）→ ３１，１００件

（１０，０００件）

食の安

全・安心

審議会

･毎年度の実施

状況の公表

･提案の結果の

公表

第６章 計画の推進

２ 県民意識調査

平成２８年７月県政モニター

アンケート調査（回答３２１人）

○ 食品の安全性への関心度は、依

然高い。

・「大いにある」「ある程度ある」

９４．４％

・食品について不安に思う項目

① 輸入食品 ８６．９％

② 残留農薬 ７５．７％

③ 放射性物質 ７４．１％

＜今後の課題＞

○ 食品の適正表示は、地域店舗では８割と低く、また、新しい食品表示制度

が完全施行となることから、適正表示の強化を図り、食品表示に対する消費

者の一層の信頼の確保が必要。

○ 県名などの詳細な産地情報の提供の実施率は約５割と低いことから、詳細

な産地情報の提供を充実し、消費者の一層の信頼の確保が必要。

○ 食に関する事件が後を絶たず、消費者の信頼感が揺らいでいることから、

消費者、事業者がそれぞれの考えや取り組みを相互に理解し､信頼関係の構

築の促進が必要。

目標指標 (H３３目標値)

県民
（消費者・生産者

・事業者）

施策提案

施策 番号 指標項目
基準値
(H27)

目標数値
(H33)

1
＊出荷前および流通農産物（収去）の残留
農薬検査の基準値超過件数

0件／年 0件／年

2
＊畜産物中の飼料添加物残留検査におけ
る不適正件数

0件／年 0件／年

3
特定給食施設等に対する監視・指導の実施
率

41% 50%

4 食品衛生監視指導計画に基づく監視率 115%／年 100%／年

5 GAP(農業生産工程管理)の導入産地数 30産地 46産地

6 ＊有機農業の取り組み面積 132ha 200ha

7
＊ＨＡＣＣＰ導入支援のための講習会参加
者数

8,335人
42,000人
(H29～33)

8 ＊食の安全・安心ポータルサイトアクセス数 11,079件 12,000件

9 食品表示ウォッチャーからの報告件数 4,146件 4,350件

10
食品表示合同調査による食品の適正表示
実施率100%の地域店舗の割合

76% 85%以上

11
学校給食における地場産物の使用割合(食
材ベース)

23% 30%以上

12
＊県内店舗における原産地に関する詳細
な情報提供の実施率(指標5種類)

－ 70%

13
リスクコミュニケーションの機会への参加者
数

705人 730人

＊印は新規数値目標（６項目）

１ 監 視 ・
指導等に
基づく｢生
産｣ から
｢消費｣に
至る食品
の安全性
の確保

２ 食品に
関す る正
確な情報
の提供

３ 関係者
間の相互
理解の増
進 、 信 頼
関係の構
築


